
業債第１７号（例） 

２０２６年６月８日 

 

国債代理店引受金融機関本部 
御中 

国 債 代 理 店 

 

日 本 銀 行 業 務 局 

 

 

「日本銀行国債代理店事務取扱手続」の一部改正に関する件 

 

 

次の事由により、標記手続（平成５年１２月１７日付業債第１０号別冊）の一部を別紙の

とおり改正し、本年６月１５日から実施することとしましたので通知します。 

１．特定在留カードおよび特定特別永住者証明書が記名国債関係事務の本人確認書類とし

て追加されること 

２．規程を整備すること 

 

 

以  上 

 



別紙 

 

「日本銀行国債代理店事務取扱手続」中一部改正 

 

 

○ ２３２－２①（記載例を除く。）中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類お

よび記録事項」を「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項およ

び写の取扱い」に改める。 

 

 

○ ２３２－２②（記載例を除く。）中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類お

よび記録事項」を「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項およ

び写の取扱い」に改める。 

 

 

○ 第４編目次中「４１９の２ 本人確認書類の種類および記録事項」を「４１９の

２ 本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」に改める。 

 

 

○ ４１３－２②中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」を

「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」に

改める。 

 

 

○ ４１９－２①（記載例を除く。）を横線のとおり改める。 

 

①国債証券送付請

求書の受理など 

○ 略（不変）   

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項および

写の取扱い 

＊ 郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人確認

書類の写を提出させる。 

この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それぞ

れに掲げる事項を請求者に対し写の提出を受ける場合の対応を行う伝え

る。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番

号をいう。以下同じ。）記載部分が表示されたものを提出してはならな

いこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号（国民年金法第１４条に規定する基礎年金番号をいう。

以下同じ。）部分をマスキングしたものを提出すること。 



・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等（国民健康保険法第１１１条の２第１項に規

定する被保険者記号・番号等、健康保険法第１９４条の２第１項に規定

する被保険者等記号・番号等、船員保険法第１４３条の２第１項に規定

する被保険者等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第１６

１条の２第１項に規定する被保険者番号等、国家公務員共済組合法第１

１２条の２第１項に規定する組合員等記号・番号等、地方公務員等共済

組合法第１４４条の２４の２第１項に規定する組合員等記号・番号等ま

たは私立学校教職員共済法第４５条第１項に規定する加入者等記号・番

号等をいう。以下同じ。）部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングした

ものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等（生活保護法第８０条の２に規定する受給者番号等をい

う。以下同じ。）部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号（介護保険法第２０１条の２第１項に規定する保険者番号

をいう。以下同じ。）および被保険者番号（介護保険法第２０１条の２

第１項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。）の部分をマスキン

グしたものを提出すること。 

 

以下略（不変） 

 

 

○ ４１９－２②中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」を

「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」に

改める。 

 

 

○ ４１９の２（参考を除く。）を次のとおり改める（全面改正）。 

 

４１９の２ 本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い 

 

○ 記名国債証券に関する手続において用いる本人確認書類の種類は、下表の「本

人確認書類の種類・名称」欄に掲げるものとする。この場合、有効期限の定めの

あるものについては有効期限内のもの、有効期限の定めのないものについては呈

示を受けた日前６か月以内に作成・発行されたものまたは確認日現在で有効なも

のに限る。 

＊ 本人確認書類による本人確認方法は、各種の請求・届出の項を参照すること。 

 

○ 記名国債証券に関する手続において、本人確認書類の記録を要する場合におけ

る記録事項は、下表の「本人確認書類の種類・名称」欄に掲げる区分に応じ、同

表の「本人確認書類の記録事項」欄に掲げるものとする。 

＊ 記録事項の具体的な記録方法は、各種の請求・届出の項を参照すること。 

 



○ 記名国債証券に関する手続において、呈示を受けた本人確認書類の写を作成す

る場合または、呈示に代えて本人確認書類の写の提出を受ける場合の取扱いは、

下表の「本人確認書類の種類・名称」欄に掲げる区分に応じ、同表の「本人確認

書類の写の取扱い」欄に掲げるものとする。 

 

本人確認書類の種類・名称 

本人確認書類の記録事項  

本人確認書類

の写の取扱い 
書類番号

（注１） 

発行番号等 

（注２） 

発行体の名

称（注２） 

発行年月日 

（注２） 

＜個人＞（当該個人の氏名および住所の記載があるものに限る。） 

印鑑登録証明書 １ 

番号が付番

されている場

合には、その

番号 

 

 

 

 

 

 

 

発行体の名

称が記載され

ている場合に

は、その名称 

 

 

 

 

 

 

 

発行年月日

が記載され

ている場合

には、その

発行年月日 

 

― 

資格確認書（注３） ２  

 

 

「番号不可」

の文言 

被保険者等記

号・番号等部分

（注５）をマス

キングする。ま

たは、マスキン

グしたものの送

付を依頼する。 

介護保険の被保険者証 ７ 

健康保険日雇特例被保険者手

帳 
８ 

国民年金手帳（注４） １２ 

基礎年金番号部

分をマスキング

する。または、マ

スキングしたも

のの送付を依頼

する。 

児童扶養手当証書 １３  

 

 

 

番号が付番さ

れている場合

には、その番

号 

 

 

 

 

 

― 

特別児童扶養手当受給証明書 １４ 

母子健康手帳 １５ 

身体障害者手帳 １６ 

精神障害者保健福祉手帳 １７ 

療育手帳 １８ 

戦傷病者手帳 １９ 

運転免許証 ２０ 

運転経歴証明書 ２１ 

在留カード ２２ 

特別永住者証明書 ２３ 

外国人登録証明書 ２４ 

旅券 ２５ 

乗員手帳 ２６ 

個人番号カード ２８  作成は表面のみ

とする。または、



 

「番号不可」

の文言 

表面のみの送付

を依頼する。 

生活保護受給証明書 ２９ 

公費負担者番号

および受給者番

号部分をマスキ

ングする。また

は、マスキング

したものの送付

を依頼する。 

裁判所・弁護士会・司法書士

会が発行した証明書（職印証

明書等） 

３０ 

番号が付番さ

れている場合

には、その番

号 

 

― 

特定在留カード（表面に「個人

番号カード」および「在留カー

ド」の文言があるものをいう。）   

３１ 
在留カード番

号 

 

 

 

作成は表面のみ

とする。または、

表面のみの送付

を依頼する。 

特定特別永住者証明書（表面に

「個人番号カード」および「特

別永住者証明書」の文言がある

ものをいう。） 

３２ 
特別永住者証

明書番号 

官公庁から発行され、または

発給された書類その他これに

類するもので、当該自然人の

氏名、住居および生年月日の

記載があり、かつ、当該官公

庁により当該自然人の写真が

貼られているもの 

９９ 

 

番号が付番さ

れている場合

には、その番

号 

 

 

 

― 

＜法人＞ 

印鑑登録証明書（当該法人の

名称および本店または主たる

事務所の所在地の記載がある

ものに限る。） 

１００ 

番号が付番

されている場

合には、その

番号 

発行体の名称

が記載されて

いる場合に

は、その名称 

発行年月日

が記載され

ている場合

には、その

発行年月日 

 

― 

（注１）書類番号に代え、本人確認書類の名称を記録しても差し支えない。 

（注２）発行番号・発行体の名称・発行年月日が記載されていない場合には、ブランクとする。また、「番号不

可」の文言は記載を省略しても差し支えない。 

（注３）国民健康保険法第９条第２項（同法第２２条において準用する場合を含む。）、健康保険法第５１条の３

第１項、船員保険法第２８条の２第１項、高齢者の医療の確保に関する法律第５４条第３項、国家公務員共

済組合法第５３条の２第１項（私立学校教職員共済法第２５条において同項の規定を読み替えて準用する

場合を含む。）または地方公務員等共済組合法第５５条の２第１項に規定する書面をいう。 

（注４）年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第２条の規定による改正前の国民年

金法第１３条第１項に規定する国民年金手帳をいう。 

（注５）被保険者等記号・番号等部分とは、国民健康保険法第１１１条の２第１項に規定する保険者番号および

被保険者記号・番号、健康保険法第１９４条の２第１項に規定する保険者番号および被保険者等記号・番号、

船員保険法第１４３条の２第１項に規定する保険者番号および被保険者等記号・番号、高齢者の医療の確保



に関する法律第１６１条の２第１項に規定する保険者番号および被保険者番号、国家公務員共済組合法第

１１２条の２第１項に規定する保険者番号および組合員等記号・番号、地方公務員等共済組合法第１４４条

の２４の２第１項に規定する保険者番号および組合員等記号・番号、私立学校教職員共済法第４５条第１項

に規定する保険者番号および加入者等記号・番号または介護保険法第２０１条の２第１項に規定する保険

者番号および被保険者記号の部分（QRコードを含む。）をいう。 

 

 

○ ４１９の３－２②を横線のとおり改める。 

 

②氏名等届出書との照

合など 

○ 略（不変） 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項

および写の取扱い 

＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、

本人確認書類の写の提出をさせる。 

この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、

それぞれに掲げる事項を任意代理人に対し写の提出を受ける場

合の対応を行う伝える。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提

出してはならないこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキ

ングしたものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたもの

を提出すること。 

 

 以下略（不変） 

 

 

○ ４１９の３－２③中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」

を「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」

に改める。 

 

 

○ ４２１－１－２①（記載例を除く。）を横線のとおり改める。 

 

①受付 ○ 略（不変） 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項および

写の取扱い 



＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人確

認書類の写の提出をさせる。 

この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それ

ぞれに掲げる事項を請求者に対し写の提出を受ける場合の対応を行う

伝える。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提出して

はならないこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングし

たものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたものを提出

すること。 

 

 以下略（不変） 

 

 

○ ４２１－１－２②中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」

を「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」

に改める。 

 

 

○ ４２１－１－２⑥中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」

を「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」

に改める。 

 

 

○ ４２２－１―１①（記載例を除く。）を横線のとおり改める。 

 

①受付 ○ 略（不変） 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

＊ 略（不変） 

＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人確認

書類の写の提出をさせる。 

略（不変） 

略（不変） 



この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それぞ

れに掲げる事項を請求者に対し写の提出を受ける場合の対応を行う伝え

る。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提出しては

ならないこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングし

たものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたものを提出

すること。 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の

取扱い 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

  

請求の理由 

必 要 書 類 

本人確認書類  

⇒ ４１９の２参照・本人確

認書類の種類・名称、および記

録事項および写の取扱い 

 

戸籍謄（抄）本など 

 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

  

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

  

以下略（不変） 

 

 

○ ４２２－１－１②を横線のとおり改める。 

 

②審査など ∫ 

略（不変） 

∫ 

＊ 当該本人確認書類が次に掲げるものである場合には、それぞれに掲げ
るとおり取扱う。 

・ 個人番号カード 



当該写は表面のみとし、裏面に記載されている個人番号の書き写しや、

個人番号部分のコピーをしてはならない。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングする。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングす

る。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングする。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングする。 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の

取扱い 

 

以下略（不変） 

 

 

○ ４２２－１－２①（記載例を除く。）を横線のとおり改める。 

 

①受付 ○ 略（不変） 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

＊ 略（不変） 

＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人確認

書類の写の提出をさせる。 

この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それぞ

れに掲げる事項を請求者に対し写の提出を受ける場合の対応を行う伝え

る。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提出しては

ならないこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングし

たものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたものを提出

すること。 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の

取扱い 

略（不変） 

略（不変） 



 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

    

請求の理由 

必 要 書 類 

本人確認書類  

⇒ ４１９の２参照・本人確

認書類の種類・名称、および記

録事項および写の取扱い 

 

戸籍謄（抄）本など 

 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

  

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

  

以下略（不変） 

 

 

○ ４２２－１－２②中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」

を「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」

に改める。 

 

 

○ ４２３－１－２①（記載例を除く。）を横線のとおり改める。 

 

①受付 ○ 略（不変） 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項および写

の取扱い 

＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人確認

書類の写の提出をさせる。 

この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それぞれ

に掲げる事項を届出人に対し写の提出を受ける場合の対応を行う伝え

る。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提出してはな

らないこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングした

ものを提出すること。 



・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたものを提出す

ること。 

 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項および写

の取扱い 

 

 以下略（不変） 

 

 

○ ４２３－３－２①（記載例を除く。）を横線のとおり改める。 

 

①受付・審査 

 

 

 

 

 

○ 略（不変） 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項およ

び写の取扱い 

＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人

確認書類の写の提出をさせる。 

この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それ

ぞれに掲げる事項を請求者に対し写の提出を受ける場合の対応を行

う伝える。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提出し

てはならないこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキング

したものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたものを提

出すること。 

 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 



⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項およ

び写の取扱い 

 

以下略（不変） 

 

 

○ ４２３－４－２④（記載例および例示を除く。）中「⇒ ４１９の２参照・本人確

認書類の種類および記録事項」を「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名

称、記録事項および写の取扱い」に改める。 

 

 

○ ４２３―６－２①（記載例を除く。）を横線のとおり改める。 

 

①受付 ○ 略（不変） 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項および

写の取扱い 

＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人確

認書類の写の提出をさせる。 

この場合、届出人に対し写の提出を受ける場合の対応を行う。 

  

以下略（不変） 

 

 

○ ４２３－６－２②中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」

を「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」

に改める。 

 

 

○ ４２４―２①（記載例を除く。）を横線のとおり改める。 

 

①受付 ○ 略（不変） 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項および

写の取扱い 

＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人確

認書類の写の提出をさせる。 

この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それぞれ

に掲げる事項を請求者に対し写の提出を受ける場合の対応を行う伝える。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提出しては

ならないこと。 



 
・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングし

たものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたものを提出

すること。 

 

 以下略（不変） 

 

 

○ ４２４－２②中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」を

「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」に

改める。 

 

 

○ ４２４－２⑨中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」を

「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」に

改める。 

 

 

○ ４２５①（記載例を除く。）を横線のとおり改める。 

 

①受付 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 略（不変） 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項および

写の取扱い 

 

略（不変） 

略（不変） 

＊  郵送による提出の場合において、新印による届出のときは、本人確

認書類の呈示に代えて、本人確認書類の写の提出をさせる。 

この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それぞ

れに掲げる事項を届出人に対し写の提出を受ける場合の対応を行う伝

える。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提出しては

ならないこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 



 ・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングし

たものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたものを提出

すること。 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の

取扱い 

 

以下略（不変） 

 

 

○ ４２５②を横線のとおり改める。 

 

②審査 ∫ 

略（不変） 

∫ 
＊ 当該本人確認書類が次に掲げるものである場合には、それぞれに掲
げるとおり取扱う。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、裏面に記載されている個人番号の書き写し

や、個人番号部分のコピーをしてはならない。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングする。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングす

る。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングする。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングする。 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の

取扱い 

 

以下略（不変） 

 

○ ４２６－２①（記載例を除く。）を横線のとおり改める。 

 

①受付 ○ 略（不変） 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項および

写の取扱い 

 

＊ 略（不変） 

略（不変） 



＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人確認

書類の写の提出をさせる。 

この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それぞ

れに掲げる事項を請求者に対し写の提出を受ける場合の対応を行う伝

える。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提出しては

ならないこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングし

たものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたものを提出

すること。 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の

取扱い 

 

以下略（不変） 

 

 

○ ４２６－２②を横線のとおり改める。 

 

②審査 ∫ 

略（不変） 

∫ 

 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項お

よび写の取扱い 

∫ 

略（不変） 

∫ 

＊ 当該本人確認書類が次に掲げるものである場合には、それぞれに掲
げるとおり取扱う。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、裏面に記載されている個人番号の書き写し

や、個人番号部分のコピーをしてはならない。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングする。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングす

る。 

・ 生活保護受給証明書 



受給者番号等部分をマスキングする。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングする。 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写

の取扱い 

 

 

 

○ ４２７－１①（例示を除く。）を横線のとおり改める。 

 

①受付 ○ 略（不変） 

・ 略（不変） 

・ 略（不変） 
＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人確認

書類の写の提出をさせる。 

この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それぞ

れに掲げる事項を届出人に対し写の提出を受ける場合の対応を行う伝え

る。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提出しては

ならないこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングし

たものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたものを提出

すること。 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の

取扱い 

 

 

 

∫ 

略（不変） 

∫ 
 

  

届出の理由 

必 要 書 類 

 

届 書 

添 付 書 類 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書

類の種類・名称、および記録事

項および写の取扱い 



 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

  

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

 

 

 

○ ４２７－１②を横線のとおり改める。 

 

 

 

○ ４２７－２①（例示を除く。）を横線のとおり改める。 

 

①受付 ○ 略（不変） 

・ 略（不変） 

・ 略（不変） 
＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人確認

書類の写の提出をさせる。 

  

以下略（不変） 

②審査 

 

∫ 

略（不変） 

∫ 
＊ 当該本人確認書類が次に掲げるものである場合には、それぞれに掲

げるとおり取扱う。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、裏面に記載されている個人番号の書き写し

や、個人番号部分のコピーをしてはならない。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングする。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングす

る。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングする。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングする。 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の

取扱い 

 

以下略（不変） 



この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それぞ

れに掲げる事項を届出人に対し写の提出を受ける場合の対応を行う伝え

る。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提出しては

ならないこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングし

たものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたものを提出

すること。 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の

取扱い 

 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 
 

  

届出の理由 

必 要 書 類 

 

届 書 

添 付 書 類 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書

類の種類・名称、および記録事

項および写の取扱い 

 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

  

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

 

∫ 

略（不変） 

∫ 

 

 

 

○ ４２７－２②中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」を

「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」に

改める。 

 

 

 

  

以下略（不変） 



○ ４２７－２③（例示を除く。）を横線のとおり改める。 

 

③氏名等届出書の

書換えなど 

○ 略（不変） 

⇒ 略（不変） 

○ 略（不変） 
＊ 郵送による提出の場合には、本人確認書類の写を廃棄する。この場

合、適宜の書面を本人確認対象者（本人確認書類の写が提出された者を

いう。）に転送不要郵便で送付する（同時に行われた他の請求・届出に

より、証券または当該請求・届出にかかる書類がその者に転送不要郵便

で送付される場合を除く。）。 

 

以下略（不変） 

 

 

○ ４２７の２－１①を横線のとおり改める。 

 

①受付 ○ 略（不変） 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項および

写の取扱い 

＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人確

認書類の写の提出をさせる。 

この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それぞ

れに掲げる事項を届出人に対し写の提出を受ける場合の対応を行う伝

える。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提出しては

ならないこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングし

たものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたものを提出

すること。 

 

 以下略（不変） 

 

○ ４２７の２－１②を横線のとおり改める。 

 

②審査 ∫ 

略（不変） 



∫ 
＊ 当該本人確認書類が次に掲げるものである場合には、それぞれに掲

げるとおり取扱う。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、裏面に記載されている個人番号の書き写し

や、個人番号部分のコピーをしてはならない。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングする。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングす

る。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングする。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングする。 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写

の取扱い 

 

 

 

○ ４２７の２－２①を横線のとおり改める。 

 

①受付 ○ 略（不変） 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事項および

写の取扱い 

＊  郵送による提出の場合には、本人確認書類の呈示に代えて、本人確

認書類の写の提出をさせる。 

この場合、当該本人確認書類が次に掲げるものであるときは、それぞ

れに掲げる事項を届出人に対し写の提出を受ける場合の対応を行う伝

える。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、個人番号部分が表示されたものを提出して

はならないこと。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングし

たものを提出すること。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングしたものを提出すること。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングしたものを提出

すること。 

 

以下略（不変） 

 

 



○ ４２８－３②を横線のとおり改める。 

 

 

○ ４２８－４①中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」を

「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」に

改める。 

 

 

○ ４２８－４②中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」を

「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」に

改める。 

 

○ ６３１－１①（例示を除く。）中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類およ

び記録事項」を「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および

写の取扱い」に改める。 

 

 

 

②印鑑票の作成など ∫ 

略（不変） 

∫ 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、および記録事

項および写の取扱い 

＊ この場合、記名者に本人確認書類の写を作成する旨を伝え

たうえで、本人確認書類は写を１部作成して印鑑票の裏面に

ちょう付したのち、本人確認書類はを記名者に返す。ととも

に、当該なお、本人確認書類が次に掲げるものであるとき

は、それぞれに掲げるとおり取扱うの写は印鑑票の裏面にち

ょう付する。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、裏面に記載されている個人番号の書き

写しや、個人番号部分のコピーをしてはならない。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングする。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキ

ングする。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングする。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングする。 

 

以下略（不変） 



○ ６３１－１③を横線のとおり改める。 

 

③記名国債証券印 

鑑票との照合確 

認など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 略（不変） 

 

○ 略（不変） 

●  

●   略（不変） 

●  
＊ 当該本人確認書類が次に掲げるものである場合には、それぞれに掲げる

とおり取扱う。 

・ 個人番号カード 

当該写は表面のみとし、裏面に記載されている個人番号の書き写しや、個人

番号部分のコピーをしてはならない。 

・ 国民年金手帳 

基礎年金番号部分をマスキングする。 

・ 資格確認書または健康保険日雇特例被保険者手帳 

被保険者等記号・番号等部分（ＱＲコードを含む。）をマスキングする。 

・ 生活保護受給証明書 

受給者番号等部分をマスキングする。 

・ 介護保険の被保険者証 

保険者番号および被保険者番号の部分をマスキングする。 

⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱

い 

 

以下略（不変） 

 

 

○ ６３１－２①（例示を除く。）中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類およ

び記録事項」を「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および

写の取扱い」に改める。 

 

 

○ ６３１－２③中「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類および記録事項」を

「⇒ ４１９の２参照・本人確認書類の種類・名称、記録事項および写の取扱い」に

改める。 

 

 


